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社会福祉施設等における緊急事態宣言解除を受けた感染防止策について 

 

今般、岡山県は、国の新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の対象から外れました

が、引き続きクラスター発生等の恐れは続いていることから、５月３１日までの間、別添

のとおり感染症対策に係る協力の要請を行いました。 

つきましては、これまでも感染防止対策の徹底をお願いしているところでありますが、

施設等におけるクラスター発生を防止するため、引き続きこれまでの対策を継続いただく

ようお願いします。 

 

 

 

【添付書類】 

別添：「岡山県における新型コロナウイルス感染症対策に係る協力の要請」 
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